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「ＪＥＮＥＳＹＳ２．０」 

モンゴルからの招へい事業実施団体候補選定に関する 
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I. 選定手続の趣旨  

ＪＥＮＥＳＹＳ２．０は，青少年交流を通じ，日本経済の再生に向けて，訪日外国人

の増大及びクールジャパンの推進等の観点から，中・高・大学生等を中心とする青少年

の交流事業を実施するプロジェクトです。 

このうち，モンゴルとの間で実施する招へい事業において，本件プロジェクトの拠出

先機関（日中友好会館）に対して，高校生・大学生等の招へいを実施する実施団体を推

薦するために，企画競争に準じた手続きにより，実施団体候補の選定手続を行うことと

なりました。 

つきましては，本事業の受託を希望する団体は，右趣旨を踏まえ，外務省が実施する

説明会に出席の上，企画書の提出をお願いします。 

なお，本選定作業は当省が同委託契約の締結を保証するものではありませんので御留

意願います。本件事業の実施団体の最終的な決定は，本件プロジェクトの拠出先機関（日

中友好会館）が行うものであることにご留意願います。 

II. 事業概要  

目的・意義  

「日本経済の再生に向けて，アジア大洋州地域及び北米地域との青少年交流によ

って，我が国に対する潜在的な関心を増進させ，訪日外国人旅行者の増大を図り，

将来の世代を担う青少年に対して，クール・ジャパンを含めた我が国の強みや魅力

等の日本ブランド，日本的な「価値」への国際理解の増進に資する」との趣旨を踏

まえ，本事業では，最大限の経済効果が発現できるよう訪問地を選定するとともに，

内容面においても日本経済の再生に資するプログラム構成となるよう工夫する。 

III. 業務内容  

1. 実施場所・時期・対象者等  

（１）実施場所 

  モンゴルから日本への招へい 

 

（２）実施時期・期間 

  本件プロジェクト（準備作業も含む）は，速やかに事業を開始し，その後，可

能な限り短期的・集中的に事業を実施する。原則として１グループ９泊１０日間の

日程とする。 

 

（３）対象者 

モンゴルの高校生・大学生等 ２８０名  

  （※）最終的な対象者人数には若干の調整がありうる。 

 

2. 実施内容  
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モンゴルの高校生・大学生等２８０名を，いくつかのグループに分けて原則９泊

１０日の日程で本邦に招へいする。日程には以下の（１）～（４）の要素を盛り込

む。 

 

（１）日本企業の視察等を通じ，我が国の先端技術の優位性（宇宙開発，iPS 細胞

研究，スパコン「京」，エコ技術等）に対する理解を深める。これにより，日

本製品の魅力を知らしめ，外国人の日本製品に対する購買意欲を増進する。 

 

（２）自治体における地方の魅力発信にかかる取組（観光，町おこし等）につい

て，自治体の意見をプログラムに積極的に反映することで，外国人による日本

の地方についての魅力に対する理解を増進する。これにより，帰国後の被招へ

い者の情報発信を促し，訪日者数の増加を図る。 

 

（３）クールジャパンの推進にも資するよう，我が国の魅力や価値への理解を深

める。具体的には，歴史的建築物，世界遺産（平泉，日光東照宮，合掌造り等），

最先端技術の展示施設，アニメの魅力を伝える施設への訪問を積極的にプログ

ラムに盛り込む。また，東京，京都，広島といった訪日外国人にとっていわば

「定番」ルートや，福岡，沖縄，北海道等といった海外からの訪問者受入に積

極的かつ体制が整っている地域にも招へいを行う。 

 

（４）リピーターを増やすためには，出身国・地域ごとに我が国に求める関心が

異なるため，それぞれの国・地域のニーズを踏まえたプログラムを構成する必

要がある。モンゴルでは体験できない季節，場所（海，桜等）の訪問，体験型

（着物，新幹線，和食，生活，祭，日本語学習等）プログラム等，モンゴルで

好まれる傾向を分析し，その結果をプログラム内容に反映させ，リピーター確

保に資するプログラム作成を行う。 

 

（５）なお，ホームステイや学校交流の実施につき妨げるものではない。 

IV. 実施形態  

1. 参加者の募集 

参加者の募集は，外務省と協議の上で実施予定。 

 

2. 各種手配 

以下を含む日程案の実施に必要な各種手配を行う。ただし，その一部は拠出先機

関が直接行う場合がありうる（各種手配に関する拠出先機関と実施団体との間の業

務分担は，企画競争に準じた手続きによる実施団体候補選定手続を了した上で，拠

出先機関と実施団体候補との間で調整することとする）。 

（１）募集要項及び募集書式の作成（拠出先機関等が作成する場合はその支援） 

（２）渡航にかかる手配（航空券；査証の手配，旅行傷害保険等） 

（３）空港送迎を含む一行の移動手段の手配 

（４）宿舎及び食事の手配 
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（５）各種行事（オリエンテーションを含む。）の手配 

（６）エスコート・通訳の手配（エスコートが通訳を兼ねてもよい） 

 

3. 招へいのフォローアップ 

本事業では， 

（１）日程終了時のアンケート 

（２）事後アンケート（帰国後２ヵ月後） 

（３）メディアやＳＮＳを利用した経験の共有を促すとともに，発信状況（回数・

内容等）のフォローを行う。 

   詳細は「招へい派遣実施に係るガイドライン」参照。 

4. 事業報告及び会計報告 

（１）実施団体は，全事業の実施終了後，６０日以内に日本語による最終事業報告

書及び会計報告書を作成の上，当省及び拠出先機関に提出する。会計報告の作

成にあたっては，証拠書（写し）を添付する。 

（２）全事業の実施終了後，残金が出た場合，実施団体は，残金が出た旨を当省に

報告の上，９０日以内に運営管理費を除く残金を拠出先機関に返還する。 

 

5. 危機管理 

実施団体は，事業実施に当たって，病気や事故の際の連絡・ケア体制やカウンセ

リング体制を始め，自然災害に関わる問題等不測の事態を含めて万全の危機管理に

努める。 

 

6. 事業実施の中止又は延期 

事業中止により発生するキャンセル料の額を最小限に抑えるよう，実施団体によ

るキャンセルポリシーを確認の上，そのタイムラインに沿って事業対象国政府，実

施団体及び外務省は必要に応じ事業実施の意志決定を行っていく。 

やむを得ない理由により，実施団体，拠出先機関，日本国政府及びモンゴル政府

等が事業を中止又は延期せざるを得ないと判断した場合において，以下の経費を実

施団体が事業を委託した者に対して支払うことを認めるものとする。ただし，支払

を認める場合において，実施団体は，可能な限りの減額交渉を契約先と行うことと

し，最終見積書及び取消料の内訳を明示することとする。 

・当該事業の中止又は延期の決定を行った日までに支払った実費 

・宿泊費，交通費及び会場借料等，中止又は延期の決定を行った日までに締結した

旅行 

・契約及び約款に基づいた取消料 

・専属で当該事業に従事するために契約した人員に係る経費 

・上記３つの総額の７％（上限）の運営管理費（除く，航空運賃） 
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V.  企画書に記載する内容及び留意事項  

1. 事業計画 

事業計画は，以下を含むものとする。 

（１）事業の趣旨・目的，企画・運営上の工夫等 

（２）招へいグループの本邦到着までの準備作業のスケジュール表 

（３）危機管理体制及び問題発生時の情報伝達等 

 

2. 日程案 

本事業における具体的な日程案を上記Ⅲ．２を踏まえ以下のとおり作成すること。

各行事については，内容，その意義および期待できる効果等について具体的に記載

し，複数の行事を提案すること。 

 

（１）モンゴルでの事前説明 

（２）本邦到着後のオリエンテーション 

（３）都内および近郊視察 

（４）地方視察（２泊３日程度） 

（５）終了報告会（帰国前日または当日を想定） 

 

3. 保秘 

実施団体は，本件事業に関する調整及び実施に当たって得た情報を，外務省の同

意なくして対外的に明らかにしないものとする。 

VI. 委託経費  

1. 予算額 

１４９，８００千円を上限とする（消費税込み。本件業務に関わる一切の経費を

含む。）。但し，拠出先機関との間の契約額は，各種手配に関する拠出先機関と実

施団体との間の業務分担に関する調整を受けて確定される。 

 

※なお，国際航空券については，運営管理費等の積算対象外とする。また，日程確

定後，原則，日系航空会社の最も安価な航空券を手配することとし，積算につい

ては企画書提出時の見積書の金額を上限として積算する。 

2. 本件に係る経費 

本件に係る経費は，以下の項目につき適切な支出であると判断された部分のみ，

総額上限予算内で支出する。なお，別途必要とされる経費項目がある場合は検討す

る。また，実施団体選定手続終了後，以下の経費項目の調整はあり得る。 

また，日本経済の再生という本事業の目的に鑑み，実施に際しての支出先が可能
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な限り日本企業となるよう努めること。 

（１）人件費：別添の「ＪＥＮＥＳＹＳ２．０及び北米地域との青少年交流における

人件費に関する事務処理マニュアル」に沿った範囲内で支出する。 

（２）諸謝金：エスコート費用など，本件プログラムの実施に当たり必要な外部委託

者に対する謝礼金。 

（３）国際航空運賃：国際航空券は，間接費，運営管理費等の積算対象外とする。ま

た，日程確定後，原則，日系航空会社から最も安価な航空券を手配することとし，

精算については企画書提出時の見積書の金額を上限として精算することとする。 

（４）交通費：本邦滞在中の移動にかかる経費。公共交通機関または借り上げ車を利

用する。 

（５）滞在費：本邦滞在における宿泊費は，エスコートを含め都内で８，７００円程

度，地方７，８００円を単価の目安とする。食事代については，朝食は宿泊費に含

め，昼食及び夕食は，エスコートを含め，各１，０００円を単価の目安として計上

すること（終了報告会開催時を除く）。 

（６）会議費：オリエンテーション及び終了報告会の会場借料。 

（７）終了報告会は，夕食を伴うものとして開催することができる。飲食代（税・サ

込み）は人数分を一律計上すること。なお，請求については，当日の実数で請求す

るとともに，食事のメニューについては，モンゴルの文化・宗教上の慣習や未成年

者が含まれる場合もあることを配慮したものを用意すること。 

（８）施設利用手数料：施設の拝観料，入場料等が生ずる場合，エスコート代を含め

て計上する。 

（９）資料作成費：報告書及び本件プログラム実施に必要な印刷物等制作費。 

（１０）通信・荷物輸送費：本件プログラム実施に必要な通信費，荷物の郵送費等。 

（１１）手数料：対象経費の支出に係る銀行振込手数料等。 

（１２）雑費：その他，本件を行う上で必要な経費。 

（１３）運営管理費：上記（３）の航空賃を除く他項目合計７％を上限として計上で

きる。 

（１４）消費税については，各項目の経費に含め独立して計上しないこととする。 

（１５）保険料：本件プログラム事業参加者に対する旅行傷害保険料。以下の保険金

額の海外旅行保険への加入手続を行うこと。なお加入期間は，モンゴルの自宅出発

から同地への帰着までの期間とする。 

傷害死亡  １，０００万円 

   後遺障害  １，０００万円 

   傷害治療  １，０００万円 

   疾病治療  １，０００万円 

    救援者費用   ３００万円 

VII. 企画競争に準じた手続における留意事項  

1. 提出書類 

（１）企画書７部（正１部，写６部。企画書の様式は，Ａ４縦長又は横長で横書きと

する。なお，写については業者名・団体名等が特定できる情報を削除する。）企

画書を作成するに当たっては，次の事項を明記すること。  

 （ア）事業実施計画案（招へいスケジュール，作業スケジュールを含む。） 

 （イ）全体日程案（複数可。） 
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 （ウ）危機管理体制案 

（２）本件業務の実施体制 ７部（人員配置・連絡体制を含む。様式適宜。） 

（正１部，写６部。なお，写については業者名・団体名等が特定できる情報を削除

する。） 

                            （３）経費概算見積書 １部(別封筒に厳封。)。 

   ※別添１に一例を示す。 

（４）会社概要 １部（既存のもので可。） 

（５）業務履行保証書（別添２） 

（６）資格審査結果通知書（写） 

（７）誓約書（別添３） 

 

2. 留意点 

（１）公平な審査のため，提出書類の写しについては，会社（団体）名のほか，応募

者が特定できる情報は削除（該当部分を黒塗り等）する。なお，削除に当たり，不

明な点等あれば本件公示にある問い合わせ先の担当まで照会願いたい。具体的に削

除する情報の一例は以下のとおり。 

●応募者名 

●会社（団体）代表者名 

●応募者が特定される関連団体・付属組織等の名称 

●会社（団体）の役員，若しくは業務従事者等の中で，又は事業の関連業界等にお

いて著名な者で，容易に応募者が特定される者の氏名及び写真 

●会社（団体）の著作物（ロゴマーク，商品ブランド，刊行物等）の中で，事業の

関連業界等において広く知られている者であって，容易に応募者が特定される者

の名称及び写真 

（２）応募者は，過去の同種事業の受注実績については一切記載しない。業務従事者

の能力又は体制等の当該企画の履行能力を具体的に評価できる内容とする。 

3. 説明会 

平成２５年４月１日（月）午後２時 

  場所：外務省 南２８２号会議室 

 本事業に参加を希望する場合は，説明会に必ず出席すること。なお，出席の連絡

は，３月２９日（金）午後５時までに，下記の連絡先までファックスにて会社名及

び参加人数を連絡すること。 

 

4. 企画書等の提出先及び提出期限等 

（１）提出先：外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一課 

（担当：モンゴル班 小山） 

      〒１００－８９１９ 東京都千代田区霞が関二丁目２番１号 

        電話：０３－５５０１－８０００（内線：２４２７） 

       ＦＡＸ：０３－５５７３－２６０１ 

（２）提出期限：平成２５年４月１５日（月）午後５時必着持 

（３）提出方法：持参又は郵送による。 
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(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し，到着を確認する。上

記の提出期限までに適正な全ての書類の提出がなかったものは，本件委嘱先に

選定される資格を失うものとする。) 

（４）企画書等提出に伴う一切の費用は提出者が負担する。また，提出のあった企画 

書等は採否にかかわらず返却しない。 

 

5. 選考方法 

提出された企画書等をあらかじめ定めた審査基準（別添４採点表参照）により審

査を行い，審査項目ごとに最高点及び最低点各１名分を除いた上で合計点を算出し，

最高得点を得た企画を採用する（合計基準６０％）。なお，第１位の得点を得た企

画と僅差（第１位の得点の５％以内）の企画がある場合は，同等の評価を得たもの

とみなし，見積価格の最も低い企画を採用する。ただし，得点が僅差の者の中で最

低価格を提示した者が複数ある場合は，（イ）最高得点を得た者を選定することと

し，（ロ）最高得点の者が複数ある場合は，くじ引きで業者を選定する。 

 

6. 審査結果通知 

審査結果については，平成２５年４月２５日（木）までに本件企画競争に準じた

手続に参加した全ての者に対して書面（FAX）にて通知する。なお，参加者は，選定

の理由については不問とし，審査結果については異議を申し立てることができない

ものとする。 

 

7. その他 

（１）本件企画競争に準じた手続の実施等に起因するいかなる費用についても当省は

責任を負わないものとする。 

（２）この企画競争に参加を希望する者は，入札書の提出時に，指名停止措置を受け

ていない及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。なお，

右誓約書を提出せず，又は虚偽の誓約をし若しくは誓約書に反することとなった

ときは，当該者の入札を無効とするものとする。 

以 上 

 


